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| 下請興約の繍編①
I 

| (1) 建設工事の請負契約書の交付義務（法第19条第1項、第2項） I 
建設工事の請負契約の当事者は、法第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して

次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして、相互に交付しなければ
なりません。
①ーエ―事ー容
②請負代金の額
③工事着手・エ事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、 その内容

⑤請負代金の全部又は一部の前払金又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、 その支払
の時期及び方法

⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出
があった場合におけるエ期の変更、 請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定
方法に関する定め

⑦天災その他不可抗力によるエ期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、 又は建設機械その他の機械を貸与するときは、 その内

容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保

すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定
めをするときは、 その内容

⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、 違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法

字ポイント

契約の変更が発生した場合も同様に、その変更内容を書面に記載し、その都度、
署名又は記名押印をして相互に交付する必要があります。
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なお、 双方の合意がある場合は、 書面による手続きに代えて国士交通省令で定める情報通信の
技術を利用した措置を講ずることができます。 ただし、 「契約の相手方がファイルヘの記録を出
力することによる書面を作成することができること」、 「改変が行われていないかどうかを確認
することができること」、 「契約の相手方が本人であることを確認することができること」とい
う3つの基準を満たすものでなければなりません。
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| 下請代金の支払⑧
I 

I (4) 支払手段について（法第24条の3第2項） I 
元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払ラよ

ラ適切な配慮をしなければなりません。
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字ポイント
下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、建設業法令遵守ガイド

ラインに下請代金の支払手段に係る項目が追加されました。このなかで、元請負人
による下請代金の支払に関しては、以下によるものとされています。

·
·

1
2

3. 

下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコス
トについて、下請事業者の負担とすることがないよう、これを勘案した下請代
金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

| (5) 割引困難な手形による支払の禁止（法第24条の 6第3項） I 
特定建設業者は、下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人の場

合を除き、下請代金の支払について、支払期日までに一般の金融機関による割引を
受けることが困難であると認められる手形を交付してはいけません。

手形期間（サイト）が60日を超える長期手形は、上記「割引を受けることが困
難であると認められる手形」に該当するおそれがあります。
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I (13 ) 長期？竺竺：）
るような暉事例⑥

I 
•特定建設業者である元請負人が、 手形期間が 60 日を超える手形により下請代金の支払を

行った場合

特定建設業者は、 下請負人（特定建設業者又は資本金4千万円
以上の法人を除く）に対して手形期間60日を超える長期手形
を交付した場合は、 「割引を受けることが困難である手形の交
付」と認められる場合があり、 その場合、 法第24条の6第 3項
に違反します。

また、 元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下
請代金の支払はできる限り現金によるものとし、 手形等で支
払う場合には、 その現金化にかかる割引料等のコストについ
て下請負人の負担とすることのないよう、 下請負人と十分協議
する必要があります。

I (14)不利益取扱いの禁止（法第24条の 5) | 
・下請負人が、 元請負人から下請代金の支払に際し、 正当な理由なく長期支払保留を受けたとし、

監督行政庁に通報したため、 元請負人が今後の取引を停止した場合

上記のケースは、 法第24条の5に違反するおそれがありま
す。

法第24条の5に掲げられた正当な理由がない長期の支払い

保留などの違反行為について通報した下請負人対して、 元
請負人は取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなり
ません。

| (15)帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（法第40条の3) | 

・建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合

゜

上記のケースは、 法第40条の3に違反します。

建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、 5年間（新築住宅建

設工事に係るものは10年間）保存しなければなりません。

また、 発注者から直接建設工事を請け負った場合は、 営業

所ごとに、 営業に関する図書（完成図、 打合せ記録、 施工
体系図）を10年間保存することが必要です。

※出典： 『建設業法令遵守ガイドライン ー 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 ー 』






